
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

一

一

号

オ
ス
プ
レ
イ
配
備
に
反
対
す
る
沖
縄
県
民
大
会
実
行
委
員
会
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
建
白
書
」
に
関
す
る
質
問

主
意
書

提

出

者

照

屋

寛

徳

11



オ
ス
プ
レ
イ
配
備
に
反
対
す
る
沖
縄
県
民
大
会
実
行
委
員
会
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
建
白
書
」
に
関
す
る
質
問

主
意
書

二
〇
一
三
年
一
月
二
十
八
日
、
オ
ス
プ
レ
イ
配
備
に
反
対
す
る
沖
縄
県
民
大
会
実
行
委
員
会
の
共
同
代
表
、
超
党
派
の
沖
縄

県
議
会
各
会
派
の
長
と
無
所
属
議
員
、
沖
縄
県
市
町
村
関
係
四
団
体
の
長
、
県
内
全
四
十
一
市
町
村
長
及
び
市
町
村
議
会
議
長

の
連
署
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
宛
の
「
建
白
書
」
（
以
下
、
一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
と
い
う
）
が
提
出
さ
れ
た
。

右
一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
は
、
「
（
本
土
）
復
帰
四
十
年
目
の
沖
縄
で
、
米
軍
は
い
ま
だ
占
領
地
で
も
あ
る
か
の
ご
と

く
傍
若
無
人
に
振
る
舞
っ
て
い
る
」
と
厳
し
く
指
弾
し
た
上
で
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
「
沖
縄
の
実
情
を
今
一
度
見
つ
め
て

戴
き
た
い
。
沖
縄
県
民
総
意
の
米
軍
基
地
か
ら
の
『
負
担
軽
減
』
を
実
行
し
て
戴
き
た
い
」
と
強
く
建
白
し
、
具
体
的
に
は
、

一
�
オ
ス
プ
レ
イ
の
配
備
を
直
ち
に
撤
回
す
る
こ
と
。
及
び
今
年
七
月
ま
で
に
配
備
さ
れ
る
と
し
て
い
る
十
二
機
の
配
備
を
中

止
す
る
こ
と
。
ま
た
嘉
手
納
基
地
へ
の
特
殊
作
戦
用
垂
直
離
着
陸
輸
送
機
Ｃ
Ｖ
�
�
オ
ス
プ
レ
イ
の
配
備
計
画
を
直
ち
に
撤
回

す
る
こ
と
。
二
�
米
軍
普
天
間
基
地
を
閉
鎖
・
撤
去
し
、
県
内
移
設
を
断
念
す
る
こ
と－

の
実
現
を
沖
縄
県
民
の
総
意
と
し
て

時
の
安
倍
晋
三
総
理
大
臣
に
求
め
て
い
る
。

係
る
「
建
白
書
」
と
い
う
形
式
に
よ
る
沖
縄
県
民
の
総
意
表
明
は
、
沖
縄
の
近
現
代
史
の
中
で
も
極
め
て
重
大
か
つ
歴
史
的

一



な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
総
理
大
臣
を
は
じ
め
と
す
る
安
倍
内
閣
の
閣
僚
ら
は
、
沖
縄
県
民
の
魂
の
必
死
の
叫

び
で
あ
る
一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
を
完
全
に
無
視
し
た
諸
施
策
を
展
開
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

去
る
一
月
十
九
日
実
施
の
名
護
市
長
選
挙
で
は
、
米
軍
普
天
間
飛
行
場
の
辺
野
古
移
設
に
「
断
固
反
対
」
す
る
現
職
・
稲
嶺

市
長
が
、
「
積
極
的
推
進
」
を
公
約
に
掲
げ
た
自
民
党
推
薦
の
新
人
候
補
に
大
差
で
勝
利
し
、
再
選
を
果
た
し
た
。
稲
嶺
市
長

の
再
選
は
、
名
護
市
民
を
は
じ
め
、
沖
縄
県
民
総
体
と
し
て
の
強
い
民
意
と
願
い
が
一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
に
込
め
ら

れ
、
今
な
お
不
断
に
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
証
明
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
安
倍
内
閣
は
、
一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
前
記
二
点
の
要
請
事
項
を
具
体
的
に
実
現
す

べ
く
、
直
ち
に
取
り
組
み
を
始
め
る
べ
き
で
あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

安
倍
内
閣
は
、
一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
に
込
め
ら
れ
た
県
民
の
願
い
、
す
な
わ
ち
二
点
の
要
請
事
項
を
ど
の
よ
う
に

受
け
止
め
、
政
府
の
政
策
に
反
映
さ
せ
た
か
、
要
請
事
項
毎
に
具
体
的
な
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

一
八
七
九
年
の
廃
藩
置
県
に
よ
る
沖
縄
県
設
置
か
ら
今
日
ま
で
、
一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
以
外
に
、
沖
縄
県
内
の
諸

団
体
ま
た
は
個
人
か
ら
「
建
白
書
」
や
「
建
議
書
」
の
名
称
で
内
閣
総
理
大
臣
宛
の
文
書
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た

二



か
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
な
お
、
提
出
の
事
実
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
当
該
文
書
の
名
称
と
そ
の
趣
旨
、
提
出

年
月
日
、
提
出
者
及
び
保
存
の
状
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
当
時
の
政
府
の
見
解
・
対
応
に
つ
い
て
示
さ
れ
た

い
。

三

一
九
四
七
年
の
日
本
国
憲
法
施
行
以
降
、
今
日
ま
で
沖
縄
以
外
の
都
道
府
県
の
諸
団
体
ま
た
は
個
人
か
ら
「
建
白
書
」
や

「
建
議
書
」
の
名
称
で
内
閣
総
理
大
臣
宛
の
文
書
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
か
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

な
お
、
提
出
の
事
実
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
当
該
文
書
の
名
称
と
そ
の
趣
旨
、
提
出
年
月
日
、
提
出
者
及
び
保
存
の
状
況
に
つ

い
て
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
当
時
の
政
府
の
見
解
・
対
応
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

四

一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
は
、
請
願
法
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
十
三
日
法
律
第
十
三
号
）
に
基
づ
く
「
請
願
書
」
か
、

そ
れ
と
も
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
、
公
文
書
管
理
法
と
い

う
）
第
二
条
第
四
項
に
定
め
る
「
行
政
文
書
」
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
な
お
、
「
請
願
書
」
ま
た
は

「
行
政
文
書
」
以
外
の
文
書
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
法
令
及
び
条
文
を
示
さ
れ
た
い
。

五

一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
が
、
公
文
書
管
理
法
第
五
条
及
び
第
六
条
に
基
づ
き
「
整
理
」
「
保
存
」
さ
れ
て
い
る
な
ら

ば
、
同
法
第
七
条
に
定
め
る
「
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
」
の
記
載
事
項
に
従
っ
て
、
府
省
名
、
文
書
分
類
、
行
政
文
書

三



フ
ァ
イ
ル
名
、
作
成
者
、
起
算
日
、
作
成
（
取
得
）
時
期
、
保
存
期
間
、
保
存
期
間
満
了
期
、
保
存
場
所
、
管
理
担
当
課
・

係
、
保
存
期
間
満
了
後
の
措
置
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

な
お
、
公
文
書
管
理
法
第
五
条
及
び
六
条
に
基
づ
き
「
整
理
」
「
保
存
」
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
一
・
二
八
沖
縄

「
建
白
書
」
は
放
置
ま
た
は
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
は
、
公
文
書
管
理
法
第
二
条
第
六
項
及
び
第
七
項
に
定
め
る
「
歴
史
公
文
書
」
ま
た
は
「
特

定
歴
史
公
文
書
」
と
し
て
取
り
扱
っ
た
上
で
国
立
公
文
書
館
等
に
移
管
し
、
後
世
の
国
民
か
ら
評
価
、
検
証
を
受
け
る
べ
き

歴
史
的
価
値
を
有
す
る
も
の
と
思
料
す
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


